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（事務局）
これらの規制強化は市民の声を反映
しているのでしょうか。
（堀添）
川崎市には１３０万人以上の市民が
住んでおり、この規制策についても
様々な意見があると思います。
ただ、いわゆる斜面地マンションの
問題にしても、あるいは工業地域に
超高層マンションが建設できてしま
うということについても、そもそも
の規制緩和策や用途地域制度の趣旨
からみると、やはり問題があったの
ではないでしょうか。その意味では、
今回の規制強化は進めていくべき施
策であると思います。
（事務局）
地下室の容積率緩和制度を制限する
ことに関するパブリックコメントで
は、「既存不適格」を心配する声も
寄せられていたようですね。
（堀添）
「既存不適格」という用語は、あま
り耳にしないと思いますが、これは
規制強化が行われることにより、既
存建築物をそのままの形で建て替え
ができなくなることをさします。
たとえば、容積率緩和策を最大限活
用した斜面地マンションであれば、
そのまま住む分には問題はないので
すが、仮に建て替えをしようとする
と、現状の容積をもった建物は建設
できなくなります。また、工業地域
にある６０ｍのマンションであれば、
仮に老朽化に伴い建て替えをすると
なると、２０ｍまでの建物しか建て
られない、ということになります。
幸い、これらの既存不適格に該当す
る建物は、比較的新しいものが多い
ですから、実際に建て替えを検討す
る時期はかなり先だと思います。し
かし、建て替え時に現状と同じ建物
は建設できないとなると、当然なが
ら資産価値に一定の影響がでる危険
性もあります。

（事務局）
川崎市ではまちづくりに関し、規制
の強化を検討していますね。
（堀添）
はい。導入にむけて、現在２つの施
策を検討しています。一つが、平成
６年に行われた住宅地下室の容積率
緩和制度を制限するもので、もう一
つは工業地域内における高さ制限の
導入に関するものです。
（事務局）
具体的には、どのような制限がかか
るのですか。
（堀添）
まず住宅地下室の容積率緩和制限に
ついてですが、現在、住宅地下室に
関しては、全体の住宅床面積の３分
の１までは容積率に算入しないで良
いため、その分ボリュームのある住
宅を建てることができます。ところ
が、算定の基礎となる地盤面を高低
差３メートルごとに設定できるため、
いわゆる斜面地マンションの形態を
とった建物であれば、地盤面を複数
設定することにより、大きく容積率
緩和を利用することができました。
今回の制限は、地盤面を最下面にの
み設定できるとしたもので、これに
より容積率の緩和対象となる部分が
減少することになります。
もう一つの、工業地域内における高
さ制限の導入とは、今まで建物の高
さを制限してこなかった工業地域に
ついても、住宅系の建物を建てる場
合には２０メートルの高さ制限を設
定する、というものです。これは、
市内においても工場跡地に超高層マ
ンション建設が相次いでおり、近隣
住民との間でトラブルが多発してい
る状況に対応するために導入が検討
されているものです。これにより、
工業地域として用途地域が設定され
ているエリアは、できるだけ工場用
地として活用されるよう政策的に誘
導していく意味もあります。

（事務局）
既存不適格に該当する建物はどのく
らいあるのでしょうか。
（堀添）
工業地域の高さ制限で既存不適格と
なるのは、川崎市内では約４０箇所
あり、うち高津区内は２箇所となり
ます。地下室容積率に関しては、建
築物の詳細図面を見ないと判定でき
ないこともあって、どの程度の影響
があるのか、まだ行政としても把握
できていないようです。いずれにせ
よ、影響を受ける方に対し、規制内
容を最終的に決定する前の早急な周
知策が必要だと思います。
（事務局）
ありがとうございました。

（２００５年７月２２日）



住宅地下室の容積率緩和制限について住宅地下室の容積率緩和制限について

平均地盤面平均地盤面

平均地盤面平均地盤面

平均地盤面平均地盤面

平均地盤面平均地盤面

平均地盤面平均地盤面

平均地盤面から天井が１ｍ以内であれば地下室として取り扱えるため、この平均地盤面から天井が１ｍ以内であれば地下室として取り扱えるため、この
例では５つの平均地盤面を設定することにより、塗りつぶしたエリアが容積例では５つの平均地盤面を設定することにより、塗りつぶしたエリアが容積
率緩和対象となります。率緩和対象となります。

現状現状

平均地盤面平均地盤面

平均地盤面は最下層の１つだけとなるため、容積率緩和の対象となる部分が平均地盤面は最下層の１つだけとなるため、容積率緩和の対象となる部分が
減少することにより、建て替える場合には、網掛した部分の規模縮小が必要減少することにより、建て替える場合には、網掛した部分の規模縮小が必要
となります。となります。

規制後規制後

容積率緩和対象容積率緩和対象

容積率緩和対象容積率緩和対象

規模縮小を要する部分規模縮小を要する部分

規制の対象区域：住居系用途地域および市街化調整区域

対象用途 ：共同住宅または長屋

規制施行予定 ：９月議会に上程し、平成１８年１月からの施行を予定。

（２）ほりぞえ健ニュース ２００５年７月号



工業地域の高さ制限について工業地域の高さ制限について

現状現状

規制後規制後

規制の対象区域：工業地域

対象用途 ：工業地域内において、住宅（長屋を含む）、共同住宅、寄宿舎、

下宿またはこれらに付属する建築物の用途に供するもの。

制限内容 ：準工業地域と同様、第３種高度地区を適用。

規制時期 ：平成１７年度内を予定。

（３）ほりぞえ健ニュース ２００５年７月号

真北方向真北方向

１１

０．６０．６

５ｍ５ｍ

１０ｍ１０ｍ

第１種高度地区第１種高度地区

第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域

１１

１．２５１．２５

７．５ｍ７．５ｍ

１５ｍ１５ｍ

第２種高度地区第２種高度地区

第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域

１１

１．２５１．２５

１０ｍ１０ｍ

２０ｍ２０ｍ

第３種高度地区第３種高度地区
第一種、第二種住居地域
準住居地域、準工業地域
近隣商業地域の一部

：工業地域は規制外：工業地域は規制外

１１

１．２５１．２５

１０ｍ１０ｍ

２０ｍ２０ｍ

住宅等住宅等

○○
１０ｍ１０ｍ

２０ｍ２０ｍ

工場等工場等

○○
１０ｍ１０ｍ

住宅等住宅等

×２０ｍ２０ｍ

真北方向真北方向
：工業地域：工業地域

規模縮小を要する部分規模縮小を要する部分



（４）ほりぞえ健ニュース

先
日
書
店
で
、
レ
ッ
サ
ー
パ
ン
ダ
の
写
真
集
を
見

か
け
た
。
千
葉
市
立
動
物
園
の
「
風
太
」
の
、
直

立
す
る
様
子
が
報
道
さ
れ
た
の
は
、
五
月
中
旬
。

そ
の
後
「
う
ち
の
動
物
園
で
も
立
っ
た
」
「
こ
ち

ら
で
は
歩
い
た
」
な
ど
新
聞
等
の
紙
面
も
賑
せ
、

各
地
で
も
来
園
者
を
増
や
し
た
よ
う
だ
。
不
安
な

ニ
ュ
ー
ス
が
目
立
つ
昨
今
、
あ
の
愛
ら
し
い
姿
に

心
が
和
ん
だ
人
も
多
か
っ
た
に
違
い
な
い
。
／
一

方
、
過
熱
気
味
の
「
ブ
ー
ム
」
に
対
し
て
は
、
疑

問
の
声
も
あ
が
っ
た
。
北
海
道
・
旭
山
動
物
園
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
は
「
見
世
物
に
し
な
い
で
」
と

い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
掲
載
さ
れ
、
世
界
自
然
保
護

基
金
か
ら
も
「
過
剰
な
負
担
を
か
け
な
い
で
」
と

注
意
の
文
書
が
発
表
さ
れ
た
。
／
同
じ
よ
う
に
話

題
に
な
っ
た
動
物
と
い
う
と
エ
リ
マ
キ
ト
カ
ゲ
を

思
い
出
す
。
Ｃ
Ｍ
で
「
え
り
」
を
広
げ
て
疾
走
す

る
姿
は
、
ユ
ー
モ
ラ
ス
に
見
え
た
。
し
か
し
実
際

に
は
蛇
を
近
づ
け
て
走
ら
せ
撮
影
し
た
、
命
が
け

で
逃
げ
る
姿
だ
っ
た
と
い
う
。
動
物
を
こ
の
よ
う

に
扱
う
こ
と
や
、
話
題
性
が
な
く
な
れ
ば
見
向
き

も
し
な
く
な
る
と
い
う
姿
勢
は
、
命
の
「
消
費
」

に
他
な
ら
な
い
。
／
先
に
ふ
れ
た
旭
山
動
物
園
の

坂
東
副
園
長
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
中
で
こ
う
述
べ

る
。
「
（
動
物
園
と
い
う
伝
え
る
側
の
役
割
と
し

て
）
動
物
た
ち
の
あ
り
の
ま
ま
を
『
魅
て
』
も
ら

お
う
。
命
と
し
て
伝
え
よ
う
、
感
じ
て
も
ら
お
う
。

（
中
略
）
命
が
飽
き
ら
れ
る
は
ず
が
な
い
ん
だ
！

そ
の
方
法
は
決
し
て
都
合
の
い
い
と
こ
だ
け
の
つ

ま
み
食
い
で
は
な
く
、
ペ
ッ
ト
化
す
る
こ
と
で
も

な
い
」
。
私
た
ち
見
る
側
も
、
常
に
自
戒
が
必
要

だ
ろ
う
。
／
よ
り
身
近
な
犬
や
猫
に
も
、
そ
の
こ

と
は
言
え
る
。
川
崎
市
動
物
愛
護
セ
ン
タ
ー
（
高

津
区
蟹
ヶ
谷
）
の
統
計
に
よ
る
と
、
川
崎
市
で
は
、

一
昨
年
度
そ
れ
ぞ
れ
百
匹
以
上
が
「
処
分
」
さ
れ

た
。
そ
れ
で
も
、
一
〇
年
前
と
比
べ
る
と
大
分
減

少
し
て
い
る
。
そ
れ
は
「
動
物
を
単
な
る
ペ
ッ
ト

で
は
な
く
、
と
も
に
生
き
る
仲
間
と
考
え
よ
う
」

と
訴
え
て
き
た
、
市
民
・
諸
団
体
の
活
動
に
負
う

と
こ
ろ
が
大
き
い
。
愛
護
セ
ン
タ
ー
で
も
各
地
の

動
物
園
で
も
、
動
物
を
知
る
た
め
の
イ
ベ
ン
ト
が

い
ろ
い
ろ
企
画
さ
れ
て
い
る
。
無
関
心
で
も
な
く
、

盲
目
的
に
可
愛
が
る
の
で
も
な
い
、
人
に
と
っ
て

も
動
物
に
と
っ
て
も
幸
せ
な
関
わ
り
方
は
ど
ん
な

も
の
な
の
か
。
人
間
だ
け
で
な
く
す
べ
て
の
生
命

は
な
ぜ
大
切
な
の
か
。
夏
休
み
が
始
ま
っ
た
が
、

そ
う
し
た
こ
と
を
考
え
る
機
会
に
も
な
れ
ば
い
い

と
思
う
。

（
事
務
局
ゆ
）

このニュースはご自宅にも無料で配送しております。毎月確実にご覧になりた
い方は、ほりぞえ健事務所までご連絡ください。（電話：８５５－１４７９）

２００５年７月号

連載コラム連載コラム 川崎と高津の地名（川崎と高津の地名（No.No.９）９）参考：上田恒三著「高津村風土記稿」参考：上田恒三著「高津村風土記稿」

久本の地名は、永禄２年（１５５９年）の『小田原
衆所領役帳』に「島津又次郎 １４貫２００文 稲毛
久本」「後藤惣次郎 １３貫６３２文 小机久本」と
記載されており、古くから用いられているのですが、
その由来は不明です。

この地には貝塚や６世紀以降の横穴古墳群もあり、
石器や矢尻だけでなく直刀や管玉、埴輪の婦人像も出
土しています。かなり早くから生産力が高い場所で、
江戸時代には全域が天領となっていました。

『高津村風土記稿』によると、久本には２８の小名

「久本」の由来
があり、これは川崎市内で最大となっていますが、こ
のことも豊かな土地であることを示しているのだと思
います。

地名の由来は不明ですが、

１４世紀末頃には地元に有
力豪族が生まれたと考えら
れています。中世、土地の
永続的な繁栄を願い、久末
や末長とともに「おめでた
い地名」として名づけられ
たのではないか、といわれ
ているようです。

政治資金ご寄付のお願い 「ほりぞえ健後援会」宛
郵便振替：高津郵便局 口座００２７０－１－２４１６９
銀行振替：川崎信用金庫 高津支店 普通０７９６２９４

地元から日本改革を実現するために、皆様の温かい
ご支援をお願い申し上げます。

日本地名研究所編「川崎の町名」日本地名研究所編「川崎の町名」

日時：２００５年７月３０日（土）
午後１時半から４時まで。

場所：高津市民館
溝の口駅前マルイファミリー１２階

溝口１－６－１０ ０４４－８１２－１０９０

第２１回第２１回 「川崎市政に参加する会」のご案内「川崎市政に参加する会」のご案内

私たちの住む川崎市を「安心して暮らせるまち」に
していくためには、私たちの手でもっともっと変えて
いかなければならないと思います。

一人一人の主権者の皆様とともに、新しい川崎市の
あり方について、勉強し、議論し、実行していく場と
して、「川崎市政に参加する会」を開いています。

毎月、その時々にあったテーマを設定し、開催して
おりますので、皆様のご参加を心よりお待ち申し上げ

ます。

第２１回 ７月３０日 午後１時半～高津市民館

「川崎市営地下鉄は是か非か」
－地下鉄建設計画の現状と今後



第２０回第２０回 「川崎市政に参加する会」のご案内「川崎市政に参加する会」のご案内

私たちの住む川崎市を「安心して暮らせるまち」に
していくためには、私たちの手でもっともっと変えて
いかなければならないと思います。

一人一人の主権者の皆様とともに、新しい川崎市の
あり方について、勉強し、議論し、実行していく場と
して、「川崎市政に参加する会」を開いています。

毎月、その時々にあったテーマを設定し、開催して
おりますので、皆様のご参加を心よりお待ち申し上げ

ます。

第２０回 ６月２５日 午後１時半～てくのかわさき

「川崎市の行財政改革」
－第二次行財政改革プランの課題と目標

（１２）ほりぞえ健ニュース

情
実
や
ス
ロ
ー
ガ
ン
で
な
く
「
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
＝

県
民
と
の
具
体
的
な
約
束
」
に
基
づ
く
選
挙
や
政

治
で
、
ど
う
県
が
変
わ
っ
て
き
た
か
。
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム
で
、
松
沢
知
事
は
「
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
政
治
」

が
も
た
ら
し
た
大
き
な
変
化
を
紹
介
し
た
。
県
で

は
政
策
論
議
が
飛
躍
的
に
活
発
化
し
、
よ
り
積
極

的
な
政
治
参
加
と
い
う
扉
が
、
県
民
の
側
に
も
開

か
れ
た
。
政
策
を
軸
に
政
治
と
市
民
が
結
び
つ
く
。

そ
う
し
た
動
き
が
実
際
に
始
ま
っ
て
い
る
。
知
事

が
構
想
す
る
『
三
位
一
体
改
革
法
』
や
、
市
町
村

再
編
と
道
州
制
と
い
っ
た
新
た
な
枠
組
み
の
提
起

に
も
、
政
治
刷
新
の
流
れ
が
絵
空
事
で
な
く
な
っ

て
き
た
と
実
感
し
た
。
／
阿
部
市
長
の
発
言
か
ら

は
、
国
と
自
治
体
間
の
問
題
が
、
極
め
て
具
体
的

に
明
ら
か
に
な
っ
た
。
市
民
か
ら
集
め
た
税
金
が
、

ス
ト
レ
ー
ト
に
市
民
の
た
め
に
使
え
な
い
仕
組
み

も
、
そ
の
一
例
だ
。
そ
れ
ら
が
放
置
さ
れ
る
な
ら
、

い
つ
か
立
ち
行
か
な
く
な
る
。
し
か
し
逆
に
、
根

本
的
に
改
革
さ
れ
る
な
ら
、
川
崎
を
国
内
的
に
も

国
際
的
に
も
注
目
さ
れ
る
、
魅
力
的
な
街
に
し
て

い
け
る
。
川
崎
に
は
そ
れ
だ
け
の
力
が
あ
る
。
そ

ん
な
ふ
う
に
勇
気
付
け
ら
れ
た
。
無
駄
を
削
っ
て

必
要
な
部
門
に
人
も
財
源
も
集
中
す
る
行
財
政
改

革
や
、
市
民
自
ら
地
域
の
運
営
に
参
画
す
る
住
民

自
治
の
推
進
が
取
り
組
ま
れ
て
い
る
。
市
と
市
民

の
協
働
が
、
成
否
の
鍵
を
握
っ
て
い
る
。
／
地
方

で
先
行
す
る
改
革
の
胎
動
に
、
国
は
ど
う
対
応
す

べ
き
か
。
樋
高
代
議
士
は
、
国
と
地
方
の
あ
り
方

の
根
本
か
ら
の
逆
転
を
訴
え
た
。
基
本
的
に
地
方

が
政
治
の
主
体
と
な
り
、
ど
う
し
て
も
地
方
で
で

き
な
い
分
野
だ
け
国
が
担
う
。
地
方
政
治
を
優
先

さ
せ
る
国
会
議
員
や
政
党
を
選
ぶ
。
そ
し
て
約
束

が
守
ら
れ
な
け
れ
ば
、
政
権
が
交
代
さ
せ
ら
れ
る
。

国
会
を
そ
の
よ
う
に
緊
張
感
あ
る
場
に
し
て
い
く

こ
と
が
急
務
だ
。
／
政
治
不
信
や
、
ど
う
や
っ
て

も
変
わ
ら
な
い
と
い
う
閉
塞
感
が
、
日
本
中
に
蔓

延
し
て
い
る
。
し
か
し
問
題
を
先
送
り
し
て
い
る

余
裕
は
も
は
や
な
い
。
市
民
の
手
が
届
く
地
域
が

実
体
的
な
権
限
を
持
ち
、
市
民
自
身
の
参
画
で
政

策
作
り
と
そ
の
実
現
が
図
ら
れ
る
、
地
方
主
権
と

い
う
新
た
な
あ
り
方
が
、
問
題
解
決
の
突
破
口
に

な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
方
向
を
探
り
な

が
ら
、
今
後
も
全
力
を
挙
げ
活
動
し
て
い
き
た
い
。

引
き
続
き
、
ご
支
援
、
ご
協
力
を
い
た
だ
け
れ
ば

と
思
う
。
／
今
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
は
、
本
当

に
た
く
さ
ん
の
方
々
の
ご
尽
力
を
賜
り
ま
し
た
。

心
か
ら
お
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
し
た
。

（
事
務
局
ゆ
）

このニュースはご自宅にも無料で配送しております。毎月確実にご覧になりた
い方は、ほりぞえ健事務所までご連絡ください。（電話：８５５－１４７９）

２００５年６月号

日時：２００５年６月２５日（土）
午後１時半から４時まで。

場所：てくのかわさき
溝の口駅徒歩５分

溝口１－６－１０ ０４４－８１２－１０９０

連載コラム連載コラム 川崎と高津の地名（川崎と高津の地名（No.No.１０）１０）参考：上田恒三著「高津村風土記稿」参考：上田恒三著「高津村風土記稿」

坂戸の地名は１４世紀には「稲毛新庄坂戸郷」や、
「武蔵国稲毛庄内坂土郷事」と記載されていますので、
やはり古くから用いられた地名です。

地名の由来は諸説あり、一説によると「スカド」が
転化したものとされています。「スカ」とは砂地を、
「ト」は所を意味し、低湿な砂地に立地していること
から「スカド」と呼ばれ、後に坂戸に転化したのでは
ないか、という説です。

もう一つの説は、坂戸の旧家である武笠家、荻島家
は埼玉県坂戸を出自とする伝えがあり、この地に入植

「坂戸」の由来
したときに出身地坂戸の地名を名づけた、というもの
です。

他にも、「坂のあるところ」を意味する、という説
もありますが、地域全体が
平坦な場所であるため、こ
の説はあてはまらないよう
に思います。

坂戸村は江戸時代の初期
は天領でしたが、７代将軍
家継の死により、御霊屋料
として増上寺の寺領とされ
ました。

政治資金ご寄付のお願い 「ほりぞえ健後援会」宛
郵便振替：高津郵便局 口座００２７０－１－２４１６９
銀行振替：川崎信用金庫 高津支店 普通０７９６２９４

地元から日本改革を実現するために、皆様の温かい
ご支援をお願い申し上げます。

日本地名研究所編「川崎の町名」日本地名研究所編「川崎の町名」


